
導入促進基本計画 

 

 

１ 先端設備等の導入の促進の目標 

（１）地域の人口構造、産業構造及び中小企業者の実態等 

大和高田市の人口は、６２，９４０人であり、そのうち年少人口（０～１

４歳）は５，８５６人（９．３％）、生産年齢人口（１５～６４歳）は３６，

８５１人（５８．５％）、老年人口（６５歳以上）は２０，２３３人（３２．

１％）となっている（令和４年１０月１日現在）。 

産業構造としては、就業者数の多い順に第三次産業（６８．７％）、第二

次産業（２６．６％）、第一次産業（１．０％）である。細かく見ると、第二

次産業の製造業、第三次産業の卸売業・小売業、第三次産業の医療・福祉が

多く全体就業者数の５１．５％を占める。（令和２年国勢調査） 

事業所数の多い順では、卸売業・小売業（２８．６％）、製造業（１３．５％）、

医療・福祉（９．９％）である。（平成２８年経済センサス） 

中小企業者の実態としては、古くから主要産業として靴下・メリヤス等の

繊維産業が中心となっているが、いずれも中小の零細企業が中心で、長引く

経済の低迷、住工混在等によって事業所数は年々減少している。 

市域が狭いことから、新たな工業用地、企業誘致等の確保が困難な状況であ

り、既存の中小企業の近代化や共同化を推進し、事業経営の近代化と体質強

化、住工混在の解消等が課題となっている。 

 

（２）目標 

   本計画の策定により、生産性の高い先端設備等を導入し、労働生産性の向

上を図る中小企業者・小規模事業者の積極経営を後押しすることで、社会情

勢の変化に対応した経営基盤の安定と強化に努めるとともに、安定した雇

用と地域活力の創出を目指す。 

年間１０件の計画認定を目標とする。 

 

（３）労働生産性に関する目標 

先端設備等導入計画を認定した事業者の労働生産性（中小企業等の経営強

化に関する基本方針に定めるものをいう。）が年平均３％以上向上すること

を目標とする。 

 

 

 



２ 先端設備等の種類 

   今後の市内中小企業の経営基盤の安定と強化を図るため、中小企業等経

営強化法施行規則第７条第１項に定める先端設備等全てとする。 

ただし、太陽光発電設備については、雇用の安定を図るという観点から、

市内に所在する事業所等（従業員等が常駐するものに限る。）の敷地内に設

置されたもので、その発電電力を直接製品の生産もしくは販売または役務の

提供の用に供するために自ら消費する設備（自ら消費した余剰分の電力を売

電するものを含む。）を対象とする。 

 

３ 先端設備等の導入の促進の内容に関する事項 

（１）対象地域 

 今後の市内中小企業の経営基盤の安定と強化を図るため、大和高田市内全域

を対象地域とする。 

 

（２）対象業種・事業 

今後の市内中小企業の経営基盤の安定と強化を図るため、全ての業種・事業を

対象とする。 

 

 

４ 計画期間 

（１）導入促進基本計画の計画期間 

令和５年６月１３日～令和７年３月３１日とする。 

  計画期間は原則として２年間であるところ、市全体及び商工労働分野にお

ける施策の方向性が会計年度等の始期である４月に切り替わることから、こ

れらとの協調・連動を図るため、本計画の終期を令和７年３月３１日とする。 

 

（２）先端設備等導入計画の計画期間 

３年間、４年間、５年間とする。 

 

５ 先端設備等の導入の促進に当たって配慮すべき事項 

人員削減を目的とした取組としないこと 

   公序良俗に反する取組としないこと 

   反社会的勢力との関係が認められないこと 

   健全な地域経済の発展に配慮すること 

   地域の周辺環境に配慮すること 

   市税の滞納がないこと 


